
 

１．趣 旨／中部北支部の少年野球チームが一堂に会し軟式野球をとおして健全な身体と心を養い、友情と

協力の輪を広げると共に、青少年の健全育成、指導者の交流を図ることを目的に開催する。 

 

２．主 催／沖縄県野球連盟中部北支部学童部 

 

３．主 管／沖縄県野球連盟中部北支部学童部 嘉手納・読谷ブロック 

 

４．共 催／沖縄県野球連盟中部北支部、琉球新報社 

 

５．後 援／読谷村・嘉手納町・読谷村教育委員会・嘉手納町教育委員会、内外ゴム㈱ 

 

６．会 期／令和 2年 4月 4日（土）、11日（土）、12日（日）、18日（土） 

       予備日 4月 19日（日）、25日（土）、26日（日） 

       

７．会 場／読谷村平和の森球場、嘉手納町海浜公園、読谷村多目的広場、読谷村運動広場 

他 4会場 

 

８．資 格／ （１）令和 2年度沖縄県野球連盟に登録されたチーム、小学生で編成されたクラブチーム。 

       （２）１チームのメンバーは、監督１名、コーチ２名、マネージャー１名及び選手名２０以

内とする。 

       （３）２０歳以上の責任者をチームの代表者として届出しなければならない。 

       （４）本大会に出場する選手はスポーツ傷害保険に加入すること。 

 

９．適用規則／（１）2019年公認野球規則に関する事項及び別に定める特別規則等を適用する。 

       （２）全試合トーナメント方式、各試合７イニングとする。 

       （３）得点差によるコールドゲームは、３回以降１０点差、５回以降７点差とする。 

          （決勝を含む全試合に適用する。） 

       （４）日没、降雨などの試合は 5 イニングをもって成立し、5 イニングに満たない場合は継

続試合とする。 

（５）７回を完了または５回終了時以降、試合開始後２時間３０分を経過し同点の場合は、

延長戦は行わずに直ちにタイブレーク方式とする。 

（６）２イニングを完了しても決着がつかないときは、抽選で勝敗を決定する。ただし、決

勝戦の場合は、投手の投球制限を遵守の上、勝敗が決するまでタイブレーク方式を続

行する。 

 

 

 
          

 

第 12回 中部北支部春季（琉球新報旗争奪）学童軟式野球実施要項 

 

※タイブレーク方式（特別延長戦） 

 継続打順で、前回の最終打者を一塁走者、その前の打者を二塁走者とする。すなわ

ち、０アウト一塁・二塁状態にして、投手の投球制限を遵守の上、勝敗が決するま

で続行する。 



（７）投手の投球制限については、肘・肩の障害防止を考慮し、1人の投手は、1日７０球以

内(４年生以下の投手は５０球）を投球できる。試合中に７０球（４年生以下の投手は

５０球）に達した場合、その打者が打撃を完了するまで投球できる。 

（８）選手、監督、コーチは統一ユニホームを着用し、選手０番より２７番、監督３０番、 

コーチ２８番２９番、主将１０番をつけること。 

（９）試合中打者、走者、次打者、ベースコーチは連盟公認の両耳付ヘルメット、捕手は連

盟公認マスク、プロテクター、レガース、捕手用ヘルメット、ファウルカップを着用

しなければならない。 

（10）リストガード及びアイブラックの使用を認める。 

 

１０．試 用 球／（財）全日本軟式野球連盟公認Ｊ号ボール（ナイガイ）を使用する。 

 

１１．参加申込／所定の申込書（Ａ４サイズ）に記入の上、令和 2年 3 月 7 日（土）午後５時までに必着で

各ブロック事務局を通して申し込みして下さい。 

    沖 縄 ブ ロ ッ ク 広 報：田場 努 090-1948-8562 

    うるまブロック事務局：照屋敦彦 090-6892-0508 

    嘉手納読谷ブロック事務局：山内丈司 090-3321-9780 

 〔第 12回中部北春季大会申込書(ブロック名、チーム名記入)、選手の学年は令和 2年 4月時の学年で

記載、ＳＭ明朝１１ポイント、Excelにて提出とする〕 

各ブロック事務局にて取り纏めて申込み下さい。 

※ 名簿提出期限は厳守すること。 

 

１２．組合せ抽選・監督会 

       日 時：令和 2年 3月 8日（日）・午後 16時 00分 ～  

       場 所：読谷村地域振興センター2階会議室 

       住 所：沖縄県中頭郡読谷村字喜名 2346番地 11 

       ＴＥＬ：098-958-7245（JAおきなわ ゆんた支店） 

       参加者：各チーム代表者 1名・主将 1名の計 2名の参加とする。 

           ※主将は、背番号 10番のユニホームを着用する事。 

 

１３．大会参加費／１チーム ８，０００円（抽選会場で納金すること） 

 

 

 

 

 大会事務局  

山内 丈司 携帯番号：090-3321-9780  E-mail：ymuctks52@docomo.ne.jp 

上地 久幸  携帯番号：090-9656-2287  E-mail：hisa04270217@yahoo.co.jp 



１４．開 会 式 

      日 時：令和 2年 4月 4日（日）午前８時３０分～ 

      場 所：読谷村平和の森球場（雨天の場合は監督・キャプテン各１名参加） 

    ※開会式全チームが参加し、選手は開会式３０分前までに、所定の場所に集合すること。 

（団旗・プラカード持参） 

 

１５．表 彰／優勝・・・優勝旗（持ち回り）・賞状・盾・新報カップ・メダル 

     準優勝・・・賞状・盾・メダル 

 

１６．審 判／審判は義務審判制とする。各チームから 2名を派遣して下さい。 

       但し、準決勝、決勝戦は嘉手納読谷ブロックにて行います。各チームの 

       ご協力お願いします。 

        ※派遣審判は、経験者に限る。 

        ※審判着(各ブロックにて支給した統一のズボン、上着)を着用する。 

※審判帽でお願いします。 

 

１７．派 遣／今大会ベスト４に残ったチームは、県外派遣への推薦対象とする。 

       なお、派遣にかかる費用については、すべて該当チーム負担とする。 

１８．注意事項 

①開会式には、登録メンバーは全員参加し、統一ユニホームとする。 

②試合中は、指導者、選手及び応援団は、相手チームに対し暴言、ヤジなどマナーに注意する。 

③2019年公認野球規則、少年野球に関する事項及び別に定める特別規則等を適用する。 

 

 ※細則は熟読して下さい。 

 

○中部北支部学童部 

 審 判 長                

○大会主管：嘉手納読谷ブロック 

 ブロック長 當 山   靖 080-1727-1449 

 副ブロック長 

副ブロック長 

上 地  諭 

平 良 勝 志 

090-7150-4764 

090-3194-3155 

 事 務 局 山 内 丈 司 090-3321-9780 

 



 

大  会  細  則 
 

1 各チームの監督・主将は、第１試合は開始予定時刻の 30 分前までに、第 2 試合以降

は４回終了までにメンバー表４部を各会場本部に提出すること。 

（オーダー用紙は各チームで準備すること） 

2 試合のベンチは組み合わせ番号の若い方を一塁とする。 

3 試合開始予定時刻を経過しても試合を行わないチームは棄権と見なし相手チームに

勝利を与える。 

4 ベンチへ持ち込みのメガホンは各チーム 1 つとする。 

5 全試合シートノック、ボール回しは禁止とする。 

6 試合中ベンチ内での喫煙及び飲食は禁止する。 

7 試合中審判の判定に対する抗議は禁止する。ただし、ルールに関するアピールはその

限りではないが、監督以外の者はこれを禁止する。 

8 ファールボールは各チームで処理をする。 

9 ゲーム間のインターバルは 15 分とする。 

但し、連続試合の場合、インターバルは最大 30分間とする。 

10 今大会は、参加申込名簿以外の選手は出場できない。 

11 同点の場合は、要項どおり「特別延長戦」を適用し、最長２イニング（９回）まで行

う。延長２回を終了しても同点の場合は、出場選手９名による抽選で勝負を決する。 

12 2 日目以降の試合は、午前 9 時開始とする。 

13 各グラウンドのローカルルールを確認すること。 

14 監督会議は、開会式終了後、開会式会場バックネット前で行う。 

15 試合終了後のグラウンド整備は、勝者の選手又は保護者で行う。 

16 選手の手袋は認める。 

17 大会中の不慮の負傷については応急処置をおこなうが、それ以上の責任は負わない。 

18 指導者のサングラスは自粛すること。 

19 熱中症対策のため、給水係２名（女性）のベンチ入りを認める。 

 

お 願 い 
Ⅰ 各チームはタバコの吸殻入れ、ごみ袋を用意し各自持ち帰ること。 

Ⅱ 会場備え付けの屑篭には、ゴミや空き缶等をすてない。 

Ⅲ 立入禁止区域には、絶対に立ち入らない。 

Ⅳ 競技場以外の場所でのキャッチボールは禁止する。 

Ⅴ 自動車などは指定された場所以外には駐車をしない。 

※路上駐車は絶対に行わないでください。試合を中断して、移動をお願いする場

合があります。（スムーズな試合進行のためにご協力をお願いします。） 

 

各チームの責任者及び監督は、「大会細則」及び「お願い」を選手、

保護者並びに応援団等に周知徹底し、責任を持つこと。 
 


